
預金保険機構における障害を理由とする差別の解消の推進に 

関する対応要領（案）に係る主な修正点 

 

 

○ 第 2 条になお書きを追加。 

○ 第 4 条第 1 項本文中「障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に

掲げる事項に留意して障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう注意

し、また、障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう環境の整備を行わなけ

ればならない」を「前２条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推

進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない」に修正。 

○ 第 6 条第 2 項をより詳細な規定に修正。 

○ 第 6 条第 4 項中「充実を図るよう努める」を「相談体制の充実を図る」に修正。 

○ 第 6 条に第 5 項を追加。 

○ 別紙第 2 正当な理由の判断の視点中「不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨

に十分留意しつつ」を「具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして

法の趣旨を損なうことなく」に修正。 

○ 別紙第 3 （不当な差別的扱いに当たり得る具体例）中「劣後させる」を「後回

しにする」に修正。 

○ 別紙第 4 合理的配慮の基本的な考え方３項に「支援者」及び「法定代理人」を

追加。 

○ 別紙第 5 過重な負担の基本的考え方本文中「合理的配慮の提供に努めるべきと

する法の趣旨に十分留意しつつ」を「具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈

するなどして法の趣旨を損なうことなく」に修正。 

○ 別紙第 6 （合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例）に、火災や

事故が発生した際の規定を追加し、（合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具

体例）の会議資料作成に係る規定に留意点を、「比喩表現等が～」の規定に「具体

的に」を、新設規定として、会議の進行に係る規定を追加し、（ルール・慣行の柔

軟な変更の具体例）の「スクリーン～」の規定に「手話通訳者」を追加し、「他人

との接触～」の規定をより分かりやすい記載に修正。 

 

 

（別紙２） 


